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平成 19 年度本試験合格発表をうけて 
１．平成 19 年度本試験の結果 
 1 月 28 日に財団法人行政書士試験研究センターから平成 19 年度本試験結果が発表されました（申込

者 81,710 名、受験者 65,157 名、合格者 5,631 名、合格率 8.64％）。合格者数 3,385 名、合格率 4.79％
であった平成 18 年度本試験の結果と比べると、合格者数・合格率ともに大幅に増加しました。なお、

今年度においても「補整的措置」は採用されず、例年通り、法令科目５割以上、一般知識科目４割以上、

かつ全体の６割以上を得点した方は全員合格しています。 
 
２．平成 19 年度本試験全体講評 
 今回の試験で新試験２回目となりましたが、基礎知識重視という傾向に変化はみられません。平成 19
年度本試験の特徴としていえることは、五肢択一式で空欄補充形式の問題が比較的多かったということ

（問題２、問題３、問題 15、問題 34、問題 49、問題 51、問題 60）、そして、民法で学説からの論理的

帰結を問う問題が初めて出題されたこと（問題 28）等です。もっとも、空欄補充問題は決して難しい問

題ではありません。また、民法は択一式・記述式ともに難問が多数出題されましたが、６割得点すれば

合格する行政書士試験では、民法での失点は不合格の主な要因にはならなかったようです。 
 なお、執筆者は当初、平成 19 年度本試験において民法の記述式問題が昨年度と比べて相当難化して

いたため、合格率はほぼ横ばいか、やや低下するのではないかと予想していました。しかし、本試験後

に、相当数の受講生の方々から「自己採点してみたら択一式問題の得点のみで 180 点に達していまし

た。」という報告を頂いて、予想を上方修正しなければならないと考えました。そして、蓋を開けてみ

ると、合格率が昨年度の２倍近くに迫る勢いで上昇していました。 
 では、平成 19 年度本試験は易しかったのかというと、答えは「否」です。数字の上では「易しい」

ということになるのかもしれませんが、個々の問題を検討してみると決してレベルの低い問題ではあり

ません。例えば、平成 19 年度行政書士本試験の解答速報の作成協力者の中に、平成 19 年度新司法試験

に合格した法科大学院卒業者がいたのですが、その方は、問題８をみて「こんなに難しい問題が出るの

か」と驚いていました。確かに、問題８は、知識だけではなく現場思考も要求される問題です。しかし、

合格レベルにある受験者はほぼ全員が正解しています。ですから、なぜ合格率が高くなったかを考える

と、やはり受験者全体の意識およびレベルが向上してきたことに起因するというべきでしょう。同じ

８％程度の合格率でも、10 年前の行政書士試験の問題と比較すると、明らかに難易度は高まっています。 
 
３．今後の学習にあたって 
 基本的な試験対策方法は不変です。すなわち、基本的な条文知識（趣旨・要件・効果）と基本的な判

例知識（判例による条文解釈）をマスターし、これらの基礎力の上にさらに問題演習を行うという正攻

法の学習を実践することです。平成 20 年度本試験の受験者の方は、これから約９ヶ月にわたって試験

対策をしていくわけですが、９ヶ月間でできることは限られています。これから学習を開始される方も

いらっしゃると思いますが、９ヶ月間の対策でも、予備校を上手く利用すれば合格することは可能です。

逆に、予備校を一切使わずに受験しようとすると、試験合格に必要な基本的知識の全容を把握しきれず

に本試験当日を迎えることになりかねないので注意しましょう。 
最後に、再受験をされる方に一言申し上げておきます。「こんなことは分かりきっているから、もっ

と難しいことを勉強したい」という慢心は禁物です。どんなに偉大な学者でも一生をかけて一つの法律

の解釈すらきわめられないというのが学問の現実です。そのような「学問」の世界に迷い込んでしまう

と、なかなか抜け出せません。基本事項の習熟に務めること、既に一度学んだことを色々な角度から見

直してみること、そのための素材として問題演習を利用すること、これらの諸点を常に念頭に置きなが

ら今一度基本を見直す学習をしてください。 
 



今後におきまして、行政書士試験対策の情報提供として LEC では各種講座説明会、下記のようなイ

ベントなどを多数企画してゆきます。 
＜行政書士 EXPO のご案内＞２／11（月・祝）11：00～ 
池袋本校・梅田駅前本校にて、行政書士試験をこれから目指そうとしている方、再度行政書士試験に

チャレンジする方、行政書士試験に合格し開業を志す方、全ての方を対象としたイベントが行われます。

ふるってご参加下さい。 
以上 


